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第１節 計画における基本方針 

 

１．基本理念 

本市は、市中央部を東西に流れる紀の川とその支流によって流域が形成され、

豊かな水環境にも恵まれた地域となっています。 
水は自然を構成する重要な要素の一つであるとともに、快適な環境を創出し、

人々の心に潤いと安らぎを与えてくれるものです。このような快適な水環境の

保全に向けて、生活排水を適正に処理することは重要な課題です。 
そこで、生活排水の適正処理のあり方とその方向性を示すにあたって、本計

画の基本理念を以下のように設定します。 
 
 
 
 
 

《基本理念》 

豊かな自然と共生する均衡あるまちづくり 

２．基本方針 

本市の生活排水処理における現状と課題を踏まえ、紀の川流域下水道の整備

を促進するとともに、公共下水道及び農業集落排水の整備、浄化槽の普及など

適正な下水処理の推進をはかるため、本計画における基本方針を以下のように

設定します。 

 
基本方針１ 生活排水処理施設の整備推進 

公共下水道の整備を推進するとともに、合併処理浄化槽の設置を推進します。 
また、大規模宅地開発に際しては、公共下水道等への接続や合併浄化槽の設置

等、開発規模、地域特性等に応じた生活排水処理施設の整備の指導を行います。 
基本方針２ し尿・浄化槽汚泥の適正処理の推進 

し尿及び浄化槽汚泥について、排出量や性状に応じた適正な処理を推進します。 
基本方針３ 意識啓発及び自主的な取り組みの促進 

水環境に対する意識啓発を行うとともに、市民一人ひとりの取り組みを促進し

ます。 
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３．計画期間 

本計画の期間は、平成 19 年度を初年度とする平成 28 年度までの約 10 年間と

します。また、橋本市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の改訂年度にあわせ改

訂するとともに、計画策定の前提となっている諸条件に大きな変動があった場

合には、必要に応じ見直しを行っていきます。 

 
４．計画処理区域 

計画処理区域は、本市全域とします。 

 
５．処理主体 

本計画における生活排水処理施設別の処理主体は、当面の間、現状のとおり

とします。 

ただし、今後、本市の生活排水処理を取り巻く環境に変化が生じた場合は、

必要に応じて見直しを行うこととします。【表 6－1】 

 
表 6-1 処理施設別の処理主体 

処理施設の種類 対象となる生活排水の種類 処理主体 
設置整備事業、そ

の他 し尿及び生活雑排水 個人等 合併処理 
浄化槽 

集合汚水施設 し尿及び生活雑排水 民 間 
下水道（流域関連公共下水道） し尿及び生活雑排水 橋本市 
農業集落排水施設 し尿及び生活雑排水 橋本市 
単独処理浄化槽 し尿 個人等 
し尿処理施設 
（橋本環境管理センター） し尿及び浄化槽汚泥 橋本伊都衛生施設組合 
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第２節 計画の基本目標 

 
 １．基本目標 

本計画の基本理念として掲げた「豊かな自然と共生する均衡あるまちづくり」

の実現を目指すため、基本方針に基づいた施策を展開するうえでの具体的な目

標を以下のように設定します。 

《 基本目標 》 

① 水洗化率 （全区域内人口のうち、し尿の処理を行っている人口の割合） 
現状（平成 1８年度） 中間年次（平成 23 年度） 目標年次（平成 28 年度） 

72.9％ 80.1％ 86.1％ 

 
② 水洗化・生活排水処理率 （全区域内人口のうち、し尿及び生活雑排水とも

処理を行っている人口の割合） 
現状（平成 18 年度） 中間年次（平成 23 年度） 目標年次（平成 28 年度） 

54.4％ 64.2％ 74.2％ 

 
③ し尿排出量 

現状（平成 18 年度） 中間年次（平成 23 年度） 目標年次（平成 28 年度） 

11,223 ㎘/年 8,106 ㎘/年 5,565 ㎘/年 

 
④ 浄化槽汚泥排出量 （橋本環境管理センター搬入分） 

現状（平成 18 年度） 中間年次（平成 23 年度） 目標年次（平成 28 年度） 

14,409 ㎘/年 14,227 ㎘/年 13,425 ㎘/年 

 
⑤ 浄化槽汚泥排出量 （脱水ケーキ：民間コンポスト化施設搬入分） 

現状（平成 18 年度） 中間年次（平成 23 年度） 目標年次（平成 28 年度） 

829t/年 38t/年 38t/年 
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２．生活排水処理形態別人口の見込み 

平成 28 年度までの生活排水処理形態別人口の見込みは、水洗化・生活排水処

理人口が 49,943 人、水洗化・生活雑排水未処理人口が 7,983 人、非水洗化人口

が 9,352 人を見込んでいます。 

また、このときの水洗化率は 86.1％、生活排水処理率は 74.2％となる見込み

です。【表 6-2、図 6-1】 

表 6-2 生活排水処理形態別人口の見込み 
（単位：人） 

年   度 H12 H18 H19 H23 H28 

1.計画処理区域内人口 71,416 69,622 69,542 68,544 67,278 

2.水洗化・生活排水処理人口 24,131 37,867 39,265 43,982 49,943 

(1)合併処理浄化槽 23,834 16,265 15,518 10,872 12,499 

(2)公共下水道 0 20,028 22,164 31,490 35,780 

(3)特定環境保全下水道 0 0 0 0 0 

 

(4)農業集落排水施設 297 1,574 1,583 1,619 1,664 

3.水洗化・生活雑排水未処理人口
（単独処理浄化槽） 

21,225 12,869 12,485 10,933 7,983 

 

4.非水洗化人口 26,060 18,886 17,792 13,629 9,352 

水洗化率 63.5％ 72.9％ 74.4％ 80.1％ 86.1％ 

生活排水処理率 33.8％ 54.4％ 56.5％ 64.2％ 74.2％ 

※ 水洗化率＝（水洗化・生活排水処理人口＋水洗化・生活排水未処理人口）÷計画処理区域内人口×100 

※ 生活排水処理率＝水洗化・生活排水処理人口÷計画処理区域内人口×100 

※ 処理人口は各年度末の値 
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図 6-1 生活排水処理形態別人口の見込み 
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第３節 基本計画 

 
１．排出抑制計画 

１） 排出抑制の目標及び方向性 
生活排水による公共用水域の汚濁を防止するため、公共下水道を計画的

に整備するとともに、整備済みの区域については下水道等への接続を促進

します。また、公共下水道、農業集落排水施設の事業認可外区域について

は、補助制度の普及啓発により合併処理浄化槽の設置を促進します。 
さらに、水切りネットの使用、合成洗剤の使用抑制、風呂の残り湯の再

利用など、家庭で出来る生活排水対策について市の広報紙やホームページ

の活用による啓発を行い、市民の自主的な取り組みを促進します。 
 

２） 排出量の見込み 
計画目標年度の平成 28 年度における、排出量は、し尿が 5,565 ㎘／年、

浄化槽汚泥（環境管理センター搬入分）が 13,425 ㎘/年になるものと見込

まれます。また、環境管理センターで処分されない浄化槽汚泥（脱水ケー

キ）は、38t/年が見込まれます。 

表 6-3 排出量の見込み 

平成 18 年度 平成 23 年度 平成 28 年度  

排出量 排出量 減少率 排出量 減少率

し尿 11,223 ㎘/年 8,106 ㎘/年 27.8％ 5,565 ㎘/年 50.4％

浄化槽汚泥(環境管理

センター搬入分) 
14,409 ㎘/年 14,227 ㎘/年 1.3％ 13,425 ㎘/年 6.8％

浄化槽汚泥（脱水ｹｰｷ） 829t/年 38t/年 95.4％ 38t/年 95.4％

 
２．収集・運搬計画 

１）収集・運搬の目標及び方向性 
本市全域を収集対象区域とし、し尿及び浄化槽汚泥の収集・運搬につい

ては現行の体制を維持して、今後もし尿については市直営及び許可業者、

浄化槽汚泥については全て許可業者が行うものとします。また、公共下水

道等の整備に伴う汲み取り便槽の減少など、今後の排出状況の変化にも対

応した効率的な収集・運搬体制を構築します。 

 

２）収集運搬量の見込み 
収集運搬量の見込みは、上記 表 6-3 排出量の見込みのとおりとなり

ます。 
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３．中間処理計画 

１） 中間処理の目標及び方向性 
し尿と浄化槽汚泥の中間処理については、橋本環境管理センターにおい

て今後も引き続き適正な処理を行うとともに、定期的な環境保全対策を継

続して実施し、安全な施設の維持管理を行います。 

また現状では、脱水汚泥の焼却は橋本環境管理センター内で行っていま

すが、広域ごみ処理施設の稼働に合わせ、広域ごみ処理施設で焼却処分を

行うこととします。なお、将来的には循環型社会形成に向けコンポスト化

等を調査研究します。 

 
２） 中間処理の見込み 

中間処理量の見込みは、前頁表 6-3 排出量の見込みのとおりとなりま

す。 

 
４．最終処分計画 

最終処分の目標及び方向性 
中間処理施設である橋本環境管理センターから発生する焼却灰の最終処

分は、最終処分地である大阪湾広域臨海環境整備センターにおいて適正に

処分を行うこととします。また、広域ごみ処理施設での焼却処分移行後に

ついても、同様の処分を行うこととします。 

 

35 


